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令和２年度第５回男女平等推進市民委員会議事録 

日時   令和２（２０２０）年９月９日（水）午後６時４５分～８時４５分 

場所   国立市役所北庁舎 第７会議室 

出席委員 谷川委員長、池田副委員長、遠藤委員、太田委員、至田委員、古旗委員、本田委員、 

武藤委員、山下委員 

事務局   宮崎政策経営部長、吉田市長室長、髙橋市長室長補佐、大塚主事、庄司主事 

 

【委員長】第５回委員会を始めます。事務局から資料の確認等をお願いします。 

【事務局】資料１「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」の改正案と、参考と

して「市議会からのパートナーシップ制度（案）に対する意見」です。以上です。 

【委員長】今日は改正案の最後の確認をし、次は市長への答申式になるので、思い残すことがないよ

うにお話しいただけたらと思います。 

 それでは、「市議会からのパートナーシップ制度（案）に対する意見」について、事務局から説明を

お願いします。 

【事務局】去る９月４日金曜日に、市議会の総務文教委員会がありました。この委員会では、この後

条例を提案する際に、条例について審議します。現在コロナの状況で、このパートナーシップ制度に

ついては書面での報告を予定していましたが、議員の皆さんときちんと意見交換したいということで、

公式な総務文教委員会が終わった後に委員の皆さんに残っていただき、部長と私が制度を説明しまし

た。そこでの意見は、公式な意見としてこの委員会にご報告することについて了解をいただいていま

す。 

 まず、この資料を大きく２つに分けています。①から⑪は「議員からの主な質疑」です。①２者の

関係とした理由について等々。②２者に限定し、複数を排除していくことの見解について。③２者や

双方という記載をなくせるかどうかについて。④双方が成年に達していることの理由について。⑤通

称名について。通称名の場合はどのような確認をするのか。⑥事実婚の方たちは、パートナーシップ

制度でどのようなメリットがあるのか。⑦この制度によって、病院や不動産等の効力の及ぶ地域、国

立市外でも効力が及ぶのか。⑧アウティングに関して、具体的な考えを持って最大限の配慮をしてほ

しいということ。⑨不動産屋等での利用の際のアウティングの危険性について。⑩プライバシーを守

る意味での電子申請が考えられないか。最後に⑪パートナーが亡くなった場合に新たなパートナー関

係を結ぶ手続についてどのように考えているか。 

 こちらの意見は、これまでの委員会での議論を踏まえて事務局で説明し、基本的には、納得、ご了

解を頂いているものと理解しています。 

 続きまして、「議員の主な意見」の３つについて、本日改めて皆様のご意見、ご審議を頂きたいと思

っています。 

 まず、「２者の関係について」です。１点目は、パブリックコメントで複数の方からいただいた複数

の関係についての要望を無視したのではなくて、実際の婚姻関係に一歩近づけるという意味としてま

ずは１対１の関係とした、ということを理解したという意見です。これは、１対１の関係のほうがい

いのではないかという意見です。 

 ２点目、複数の関係というのはあり得るので、２者に限定し、それ以外を排除していくのなら、現

状は賛成しづらい。２者にするなら、「すべての人が」、「誰もが」という表現は変えるべきであると。
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「すべての人が」、または「誰もが」というのはパブリックコメントの説明資料に載せていた言葉で、

「すべての人が」、「誰もが」と言っておきながら、２者以上の方は認めないとするのではつじつまが

合わないのではないかというご指摘でした。 

 ３点目、現在、複数の関係を規定する法律はない。法律を超えたものを条例で制度として認めてい

くことには慎重であるべきだというご意見でした。 

 続きまして、「周知・啓発について」です。１点目、この制度が普及していくためにも、不動産屋に

対して制度が意義のあることだと分かっていただけるように働きかけてほしい。 

 ２点目、制度ができた際には、市内の不動産業や医療関係に個別に周知し、アウティングに留意す

るよう申し入れてほしい。 

 ３点目、パートナーシップ制度がなくなるくらい当たり前になることを目指してほしい。制度の普

及や学校教育での啓発活動等を行っていってほしい。 

 ４点目、制度ができた際には、宅建協会または三師会、法律関係の団体にも周知してほしい。これ

は制度ができ上った際に、事務局として働きかけをしてほしいというご意見でした。 

 最後に、「プライバシー、アウティングへの対応について」です。１点目、申請をする際のプライバ

シーの配慮について考えていってほしい。２点目、アウティングには最大限配慮した運用をしてほし

い。条例で規定しているアウティングの禁止については、最大限配慮したパートナーシップ制度にし

てほしいという声が議員の皆さんから非常に多く出ていました。ですので、周知・啓発やプライバシ

ー、アウティングについては、実際の運用の中でしっかりとやっていきたいと思っています。「２者の

関係について」は、様々な意見がありましたが、基本的には大半の議員がこの制度は２者関係で進め

るべきだという意見だったと理解しています。一部の議員からは、やはりパートナーシップとして２

者以外、３者以上の関係もあるのではないかという意見が出ていました。説明は以上です。 

【委員長】それでは、今の事務局の説明を受けて、２者をどうするかについて先に議論をしていきた

いと思います。 

 前回、条例上２者という言葉を外して、規則の中で２者と書いていくのはどうかという、折衷案が

出ていたけれども、役所の公務的な取扱いについての確認はどうでしょうか。 

【事務局】前回の意見について、市の法務担当及び文書法制係という条例の文言を整理していく部門

に確認を取りました。その中では、条例上２者という規定をせずに、規則または手続で２者と絞って

いくやり方では、条例と規則の間に齟齬が出てしまう。条例の中で何も明記がなければ、仮に３者以

上の方がこの制度を使いたいとなったときに、条例で認められてしまうように解釈できるということ

で、条例を公布するにあたっては、そこは明確にすべきだという意見です。 

よって、前回いただきました案として、条例には明記せずに規則で縛るというやり方は、基本的に

は難しいです。ですので、前回事務局で示しましたとおり、２者という表現は、これまでの議論から

すると入れる必要があります。今回お渡しした条例の条文の案でも、２者という言葉を入れています。

以上です。 

【委員長】ということは、折衷案で、３者以上の方々を排除するわけではないということを表現しよ

うとしたけれど、その方法は取れないことが分かりました。 

【委員】 検討ありがとうございました。余白を残すやり方は、ほかにもいろいろあると思う。国の立

法だと、条文ではこうするけれども、附帯決議で、３年以内に見直しするとか今後検討を重ねるとか

がある。 
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例えば、性同一性障害特例法のときにも、要件を子どもがいないこととしたけれども、附帯決議で

３年後に見直すとして、未成年の子がいないことに変わった。そういうのもあります。 

あと、条例でできるのか分からないですが、取りあえず今は２者の関係にしたけれども、家族の多

様性を考えた場合に、２者だけにとらわれず、多様な家族について引き続き検討するという、附帯決

議はあり得ますか。 

【事務局】条例か規則かということをいま一度説明しますと、条例で最も大切な部分は曖昧にしてお

くべきではない。規則に委ねるべきものは、運用上臨機応変に対応したほうがいいもの、例えば補助

を出すときに、所得基準については条例ではなく規則に記載します。 

 ２人なのか３人以上なのかというのは、今回のパートナーシップ制度で最も大事な部分なので、条

例上明確にしておくべきだというのが文書法制係の考えでした。 

 附帯決議というのは行政側から提案するものではなくて、行政から提案した条例案等に対して、議

会側が認めるけれどもこういう附帯決議を添えるという形です。３人以上を認めるべきだと言う議員

に、附帯決議をつけたらどうかと話をしたけれども、その議員は、附帯決議は行政の受けとめ方でど

うとでもできるし、忘れられてしまうということをおっしゃった。しかし、そんなことは決してなく、

附帯決議で例えば３年以内に見直しの検討をすることになれば、絶対に守らなければいけない義務は

ないけれども、市は議会を尊重してしっかり対応することを求められる。附帯決議は結果がどうなる

かは別として、ある程度影響力があります。 

 議会側から附帯決議を出すという議論があってしかるべきですが、行政からこういう附帯決議をつ

けてという提案はできないと思います。 

【委員】もしその附帯決議がつけば、行政も全く無視するのではなくて、今後検討しますと議員の方々

に言えるということか。 

【事務局】そうですね。あと、１つ明確にしておくやり方としては、例えばこの委員会においても今

後複数の関係を検討する必要性があるのではないかという意見があったことを、制度としてはこのよ

うにしているが、今後に向けては、そういった状況について引き続き検討、あるいは必要な対応を行

政に求める意見を答申に記載しておく。そうすると、それは議会にも資料として示されるので、それ

を踏まえて附帯決議として出てくる可能性は高まる。 

 あとは、事務局が事前に説明するときに、委員会の中でそういったお話もありましたと伝えること

はできます。 

【委員長】議会は市民の代表なので、議会が附帯決議を出すのか出さないのかは分からないけれども、

行政と議会の信頼関係の中で、恐らく国立市において附帯決議が忘れられてしまうことはないと思う。

２者か複数かについて時間を使って議論をして条例には書いた。ただしパブコメの中にも複数の方か

らそういう意見があり、高齢者の支えあいの家族のようなものや、様々な家族形態が今後認められる

べき世の中であって、それも見直されたほうがよいということを答申に書くことで、今回、改正の条

例案で２者という表現でよいかどうかを確認したらいいと思う。 

 資料１の条例第２条第１０号、「互いを人生のパートナーとし、その人権を尊重し協力し合う継続的

かつ対等な２者の関係」という表現でよいかどうか、ご意見あればお願いします。 

【委員】私はこれでいいと思います。２者かどうかだけが今、争点になっていますが、どちらかとい

うと、人権を尊重し協力し合うという新しい定義のところは特に反対や異議が出なかったとことがす

ごく新鮮な、うれしい驚きでした。 
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【委員長】１０号、互いを人生のパートナーとして、尊重し協力し合って継続的でかつ対等であると

いう、これは同性婚でも事実婚でも法律婚でも本来あるべきものだけれども、損なわれがちであるの

で、ここにそれが書き込めたことはとても誇りに思える。最後のほうに対等と入れたほうがいいとい

うご意見だったと思います。ほかに、このことについてご意見がある方はお願いします。 

【委員】この文言に異議はないのですが、非常に幅広く解釈が可能な文言だということには変わりが

ない。２者を入れるか入れないかだけが争点になってしまいましたが、高齢の方々の支え合いとか、

それ以外にも私たちが想定していない形でのパートナー関係の内実を、この定義であればかなり広く

含み込めるという意味で、私はいいなと思っています。 

 ただ、パートナーということの意味合いが読む人によってはかなり幅がある。解釈に幅があるのは

いいことですが、偏って捉えられる危険性もある。例えばもう１つの資料の「議員の主な意見」の１

点目に、実際の婚姻関係に一歩近づけるという意味で２者という文言を理解したとあります。パブコ

メを無視したわけではないという文脈で書かれていますが、ここでの議論では、必ずしも実際の婚姻

関係に近づけることを目指しているわけではなくて、むしろそれを超えるものをつくりたいという前

提で話をしていたはずなので、そこはやはり伝わりにくいのだなと思う。どんなに説明しても、非常

に難しいことだということを改めて思いました。 

【委員長】そうですね。すばらしいご指摘だと思います。実際の婚姻関係に一歩近づける、それもゼ

ロではないけれども、そういう次元ではない議論をしたつもりだということですね。 

【委員】私も、本当にするどい指摘だなと思う。実際、同性婚があちこちの国で認められた経過を見

ていくと、今までの法律婚ではない新しい関係を認めていこうという人たちではなくて、プラス今あ

る婚姻関係に近づくという方向で認めてくれた人とがダブルになって認められていっているという経

過もあります。 

 一方で、このパートナーシップ制度を評価してくださる方の理由が少し食い違うことはあるにせよ、

制度として立ち上がると、きちんと可視化されていったり、あるいは、制度を運用する側が伝えてい

くことで近づいたりという側面もあるかもしれないけれども、今までの制度に捉われない新しい関係

性があるということが結果的に広がっていくと思う。 

 なので、この周知・啓発と両輪で回っていく必要がある。周知・啓発がないままだと、婚姻関係に

一歩近づけたというだけのものになっていきかねないので、そこは重要な指摘だと思いました。 

【委員】法律婚は今の法律で認められているので、実利があるのだろうと思う。法律婚に近づけると

いうその実利に近づいたらいいと思います。この委員になって最近そういった情報が目に入ってくる

ようになった。鳥取県が県の職員のパートナーでも結婚の休暇や扶養手当を認めるという報道を見て、

スタートとしては、市としても実利があるものをつくっていけたらいいのではないかと思いました。 

【事務局】１１月開催の議会に向けて準備している中で、国立市も事業所として行政側に休暇関係と

手当関係を考えてほしいという話はしました。 

 休暇に関しても、条例改正が必要です。例えば育児参加休暇は、休暇の条例の中で対象が男性職員

となっている。これを変える必要がある。 

 職員課も、条例改正が必要だということで検討を始めたと聞いています。さらに、扶養手当も積極

的に考えてほしいという話をしましたが、なかなか一歩踏み込んだ検討には至っていないようです。

国の法律の中で、扶養手当の中に配偶者手当などありますが、男女の婚姻関係を基本としている。そ

こに、この条例に基づくパートナーシップ制度の受理をされた者というのをつけ加えてもらえれば、
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可能になってくる。１１月の議会に提出しようとしたけれども１１月は難しいので、３月議会に向け

て検討してもらっています。 

【委員長】そうすると、パブコメの中にもあった、市内事業者としての国立市役所がお手本というか

旗印になっていくということで、すごく心強い。役所ができなかったら一般企業は難しいという考え

もある中でやっていけたらと思います。ほかにどうでしょうか。 

【委員】事実婚というのはどうやって確認されているのですか。 

【事務局】条例上は事実婚も配偶者手当の対象としますという規定になっているけれども、事実婚の

届出があって配偶者手当を認めている例があるのかどうか、それは職員課の守秘義務があるので私ど

もでは知り得ていません。 

 手当関係の書類に明記してもらい、事実婚を何をもって確認するかというのはまたあると思います。

もしかしたら実態としては出てきていない可能性もあります。出てきたときにどう判断するかの余地

はあります。 

【委員】住民票の中に未届の夫、妻という表記がありますよね。事実婚の場合、そういう表記ではな

いのですか。 

【事務局】例えば条例等では、配偶者という言葉の後に括弧つけで内縁関係も含むという表現をして

いて、それは事実婚も含んでいます。規則や条例の中には、配偶者という言葉しかないものがあり、

それは基本的には法律婚だけを指します。 

【委員】住民票で、実態として同居の年数の確認はできますね。 

 この２者の話について、私もかなりこだわっていると言ったと思うのですが、ほかの市民の皆さん

とこの話をしたときに、そもそも陳情から始まっている話だという話があった。要望としては、実態

としてパートナーなのに全くそういう取扱いがされない、そういう不利な状況を変えたいという、い

わゆる実利の意味合いが強かったと思った。私が、でも法律上の結婚に近づくのはいかがなものかと

思うと言ったら、それはそれだけれども、実際に今の世の中で困っている、ある意味人権侵害が起き

ているのであれば、そこは改善しなければいけないわけだから、とにかく陳情の趣旨を尊重すべきだ

という話がされた。思想や理想を市民委員会で掲げるのは結構だけれども、最初はそこなのだと言わ

れて、それはそうだと思い直した。 

 この２者に関する考え方について、議員からは２者の婚姻関係に一歩近づけるという意味で出てき

たのですか。 

【委員】いわゆる法律婚が正しくて、正しい法律婚にこのパートナーシップ制度を近づけるべきだと

いうニュアンスだったら、いかがなものかと思う。 

【事務局】そのようなニュアンスではありませんでした。 

【委員】だとしたら、実際に生活していく上で不利益を被らないように、最大限の優遇をする、合理

的な配慮をするというのはいい。２者という言葉を使うということを確認されればいいと思う。あと、

附帯決議という話も今あって、これは議員から出てくる可能性はないのですか。 

【事務局】まだ、事務局の情報としてもありませんし、そのような動きも見えてはいません。 

【委員】そうすると、私たちの思いを表すとしたら、答申の中で述べるということになると思います。

附帯決議は議員に限らず、市民が条例に附帯決議を出してくださいといって意見書を出したときに、

出す場合もありますよね。例えば陳情者でも、市民が、条例改正についてこの附帯決議をつけてほし

いという意見を議会に提出することはできますよね。 
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【事務局】そうですね。各議会で陳情という手法で、市民でなくてもいいですけれども、意見を頂く

という手続はあります。 

【委員】市民の方がどうしてもこだわりたいことがあったら、議員でなくても、陳情で附帯決議をつ

けてほしいとおっしゃってもいいと思います。 

【委員】答申にこのことを書き込む必要があると思うのですが、つけ加えたいのは、パブコメで複数

の関係についても盛り込んでほしいという要望が、１人からではなく複数の方から寄せられたにもか

かわらず、この委員会としてそれを断念せざるを得ない結論になったということについて、どういう

理由づけを文章として残すのかということ。前回はできる限りパブコメの意見を反映した条文でとい

うことで、ここでは一致して結論が出たので。ただ、その後の確認で難しいとなったときに、あっさ

りここで前回の議論を引っ込めるわけではなく、こういう意見があって大事にすべきだということは

十分分かっているけれども、それが盛り込めなかったと理由を書くのは結構難しいことなので、確認

したほうがよいと思います。 

【委員長】そこをうまく書かないと、我々の議論がどこかに消えてしまって残念だと思う。その中で、

例えば、議員から附帯決議が出たり、もしくは市民から陳情が出ることに期待しますというような結

びにはなると思うのです。 

 今回私たちが目指したものが、法律婚を超える新しい関係性と、法律婚を補完する制度という２つ

をはらんでいたわけです。どちらにもきっとそうだよねという人がいる。何と言ったらいいのでしょ

うね。何かご意見ある方。 

【委員】前回出た意見としては、１つは、そもそも陳情から始まった条例改正であり、その陳情の内

容に照らしていくと、到達点を引き延ばし過ぎではないかという話は出ていて、３者以上の関係を認

めてほしいという内容の要望が陳情で寄せられていたわけではないということを確認した。なので、

それが実際に市民の要望としてどの程度成熟したものとしてあるのかが今の状況では確認ができない

ことが、１つの理由として挙がっていたと思います。 

 それに対して、パブリックコメントで複数の方からそういう要望が寄せられていて、それは陳情と

いう形ではないけれども、要望があった以上は検討せざるを得ないということで、それを陳情と同レ

ベルで扱うべきか、あるいは、まだ複数の関係を条例に盛り込むための情報収集や、それがほかに及

ぼす影響についての検討が十分にはできていないという、消極的な理由づけでしか答えられないのか

なと今の時点では思う。一言で言うと、機はまだ熟していないということです。 

【委員】私は弁護士として、ゲイのカップルの方の相談を受けてきた。ずっと差別偏見を受けてきて、

オープンにできなくて苦しんできた方々がようやく声を上げてきて、婚姻届が受理されないのを分か

っていても役所に届け出たり、裁判が起きたりとか、ようやく可視化されてきた。国立でも名前を明

らかにして陳情されて、自分の言葉で語られたということで、新しく制度を作りましょうとなってき

たところで、パブリックコメントで複数の関係についての声も出てきた。これについて足りてない、

消極的というよりは、ようやく同性カップルについて声が上がってきたところに、複数が少し見えて

きた。どちらかというと少しプラスな感じで受け止めている。複数を希望する人たちの声や生きづら

さが、さらに同じように出てくるといいですねという意味合いで、取りあえず今は２者としますとい

うこと。 

 足りていないから排除するのではなく、今回これをきっかけに当事者の方が陳情してくれて、パー

トナーシップ制度をつくるに当たって、複数の関係についての声が複数出てきた。これをきっかけに



 ７ 

さらに今後につなげていきたいという書き方だと思います。 

 というのも、まだ３者で婚姻届を出した事例を見ていないので、パブリックコメントで同性カップ

ルについて少しずつ出てきたものの、ようやく初期段階になっているのかなと思います。 

【委員長】今回、俯瞰して考えると、同性婚だけではなく事実婚、それから、市内在住だけではなく、

在学、在勤まで対象者を認める中で、踏み込んでいるわけです。我々としては精いっぱいそこはやっ

たつもりです。そういう意味で、確かに私たちの中では１つのピースを諦めて手放すような感じがあ

るのですが、例えば複数婚や複数の同居の形で、生きづらさや不利益、差別、偏見に困っている人た

ちがいたら、この方々が勇気を得て、声を上げてほしい。私たちとしては、そこはやり残した感がな

くはないけれども、できれば何年後かにそういったことについて見直しを図るような声が出ること。

あと、役所にはそういった様々な共同生活の形や婚姻も、既成概念にとらわれずに今後やっていって

ほしいというようなことを書けたらと思います。 

【委員】おおむね今のまとめ方で伝わると思うのですが、１点だけ。まだ顕在化されていないニーズ

をこちらが把握するために、当事者と呼ばれる方々に声を上げてほしいというよりは、この委員会は

次の期も続いていくはずなので、委員会の姿勢として、今後、市内にあるはずの様々なニーズの掘り

起こしのための調査を継続していきたいという意思表明のほうがポジティブだと思う。不利な立場に

立たされ苦労を抱え込まざるを得ない人たちに、頑張って声を上げてというよりは、声を上げやすい

環境を今後この委員会でどうつくっていくかを引き続き議論するということがポイントだと思います。 

【委員長】そのようなことはできるのですか。 

【事務局】今、皆様にお配りしました条例案の第１８条の推進委員会のところがこの市民委員会です。

第３項、「委員会は、男女平等参画の推進に関し、必要と認める事項について調査及び研究を行い、市

長に意見を述べることができる」という規定があります。これが、諮問と一致してくる場合もありま

すけれども、こういった委員会からの意見を基にということも１つは考えられると思います。 

【委員長】我々の任期は決まっているけれども、基本的には諮問に応じて活動しているので、言った

だけでやらないのは気持ちが悪い。あと、１つ問題だと思うのは、声を上げにくいから上げていない

人に、あなたたちが頑張って言えば叶うかもしれないよという、カミングアウトの強要のようなニュ

アンスにならないよう、そういうことを言っているのではないということが分かるように書かなけれ

ばいけないと思います。 

 諮問がないのにニーズの発掘、把握はできるのかという点はどうでしょう。 

【事務局】提言という形でできます。 

 １例として、文化芸術の推進条例あるいは推進基本計画をつくるに当たって、文化芸術の推進会議

をつくって、そこで諮問して答申をいただきました。そのときに、社会教育委員の会議の諮問事項に

は入っていないのですが、社会教育委員の会議の中に関わっていきたいという声がありました。社会

教育委員の会に関係があるから、必要に応じて文化芸術推進会議の議論の状況を報告し、それに対し

て意見を頂くことはできると話しました。社会教育委員の会が意見を取りまとめてくださって提出い

ただいたというケースがあります。 

 今おっしゃった内容についても、諮問するやり方もありますし、諮問しないで、事務局と調整した

上で提言を頂くという形がやりようとしてはあると思います。 

【委員長】やれることだけを書きたいと思います。 

【委員】これを機に当事者の人に声を上げてほしいということなのですが、前回配布された資料のパ
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ブリックコメントの１０や１１を見ると、多様なパートナーシップの在り方があるとか、２者を消し

てほしいと言ってきた人たちが当事者である可能性はないのかと思います。 

【委員長】あると思います。これはパブリックコメントをどう取るかに大きく左右されていて、正直、

こんなにパブコメをひとつひとつを丁寧に扱っている委員会はほかにないと思う。パブコメで出た意

見を反映させたいというのはもちろんあるが、陳情や議員から出る附帯決議とは、軽視するというこ

とではないが、一定の差はあっていいと思う。 

 だから、その方々は当事者かもしれないし、自分たちが出したパブコメの意見が認められなくてと

てもがっかりされるかもしれないけれども、そこに対しても何らかのメッセージとして応えたいとい

うことだと思います。 

【委員】少し違う角度から。私の友人で、婚姻制度や家父長制度にすごくこだわっている人がいる。

一度結婚して、ＤＶで離婚して、パートナーができて、事実婚をしていて、籍は絶対入れないと頑張

っていた。ところが、自分たちが年老いて死んだときに、この遺骨の始末を家族にさせるとお墓に入

れられてしまのは絶対に嫌だというので、お互いに遺言状を書いた。でも、そのときはまだパートナ

ーシップ条例もないし、証明もなかった時代なので、あっという間に籍を入れてしまったのです。 

 自分たちがこうしようと思ったときに、関係性や暮らしを法律で制約されているけれども、逆に自

分たちのしたいことのためにその法律を使うのだったら、それしかないのだからそれはしようがない。

自分たちの生き方を全うするために婚姻制度を使わなければいけないのだったら、それはそれで使う

つもりだといって、あっという間に、ちゅうちょもなくしたことにすごく驚いた。 

 そういう意味では、法律で縛るべきだ、きちんと人権を保障していくべきだと、パブコメにもそう

いう趣旨で書いてあったと思うけれども、１人１人の努力や個人の趣味の問題ではないという主張も

もちろんある。一方で、その法律を使うという越え方はあるということを学んだ気がした。 

 いろいろなことにこだわる人がさらっとそれをやってのけたことに驚いて、なるほどそれも１つの

生き方だよねと思ったので、私たちが一生懸命頑張っていいものをつくろうとするのはいいけれど、

できないこともあるし、限界もあるし、ごめんなさいと言わなければいけないこともあると思う。そ

のうえで、でも思うところは一緒だというメッセージが伝わればいいのではないかと思います。 

【委員】パブリックコメントの前回の資料１の３番に、総務文教委員会でポリアモリーも含めるべき

との意見が挙がりというのがあったと思うのですけれども、その議事録はあるのか。 

【委員】１２月１２日の総務文教委員会でポリアモリーについて議論された内容が第１回目の参考資

料として配られていました。 

【委員長】資料をお持ちでない方もいらっしゃると思うので、少し読みます。 

 委員の質疑で「現状法律として結婚できないカップルというのは、兄弟間であったりとか、複数、

妻妻夫とか夫夫妻とか、様々なパターンで想定できると思うのです。そういったところもパートナー

という言葉になると疑問なところも出てくるかと思うのですけれども、そういったところも包括的に

認めていってあげたほうが私はいいのではないかと思うのですが。」というのがあります。 

 それに対して陳情者が「３人、そこがごめんなさい、なかなか分からなくて、例えば極端な話、既

婚者のカップルがいて、片方が同性愛者で、その人が恋人を持っている場合もということを指すので

しょうか。要は同性の不倫関係にあるとか。」と答えました。 

 委員の質疑に戻りまして、「不倫とかではなくて公に双方、３人が認め合っている場合というのが、

私は例外でなくあるというのをテレビとかでも見たことがあるし、宗教上それを認めているものもあ
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るし、様々考えられると思う。」という意見に対して、陳情者は「自分は当事者じゃないので」と回答

されて、委員が行政にも聞いてみますとなった。だから、このパブコメの３番の「複数愛も利用対象

に含めるべきとの意見が挙がり」というのは、話題になったということ。 

【委員】その後にまだ話が続いていて、同じ委員の方が、「可能性としてはかなり低いとは思うのです

けれども、なくはないのかなと思います。」少し飛ばして、「こういった仕組みを作ってほしいと思い

ます。」ということは言われているのです。 

【委員長】そうだとしたら、「パブコメでも、総務文教委員会でも話題になっている。だから、これを

読んだ当事者の方が決して自分たちは存在を否定されたわけではない」ということを書くことになる

と思う。 

【委員】賛成です。 

【委員長】パートナーシップ制度に関する市議会からの意見は今まで話題になってきたことなので、

今この時点で新たに取り上げていくものはないように見受けられます。周知・啓発がなければ、制度

を一生懸命つくっても、どこに行ってもそれ何みたいな感じになってしまう。この周知・啓発につい

て、事務局で動きがあるようならば教えてください。 

【事務局】国立市内には複数の医療機関がありますが、何百床というベッドを持っている大きな総合

病院は残念ながらありません。なので、国立市民の方は恐らく近隣の、立川や府中、国分寺の病院を

使われることが多いと思います。先日、近隣の大きな病院に、国立でこういった制度を検討している

ということで、お話をしました。 

 府中にある大きな病院は、そういったニーズについて、国立の証明カードがあればより病院内では

意思疎通が図りやすいということで、正式に制度ができれば、ぜひ話に来てほしいということでした。 

 立川の病院ではそういった事例があまり出ておらず、想定していなかった。今後に向けては大変重

要な課題なので、すぐに病院内のしかるべき会議にかけて検討していきたいとの話を頂いています。 

 制度ができれば、改めて病院にはしっかりとお話をしに行き、正式な証明書等をお見せした上で、

共有を図っていきたいと思います。 

 一方、不動産については、国立市内の不動産屋の何店舗かと少し話をしています。全国にチェーン

として展開しているところに伺うと、同性カップルの方が相談に来た場合には、大家さんの了解が最

終的に必要になりますので、大家さんに対しては、同性カップルという言い方ではなくて、共有して

部屋を使いたいという形だということで、了解を取っているそうです。 

 もう一方、古くから国立で運営されているところに伺ったところ、後から、聞いていた話と違うと

いうことになっては大家さんとの信頼関係が築けないので、こういう関係性であるという実態をしっ

かり伝えるべきだということでした。そのときに、国立市の証明カードや制度があれば、不動産側と

してもよりしっかり説明ができるということで、制度ができ上った際には国分寺市と合同でやってい

る宅建協会にまず説明に上がるということはできるというお話を頂いています。 

 捉え方は様々ですが、あまり否定的な感じではないです。実際には、病院も不動産屋も、そういっ

た事例が少ないけれどもあるようですので、大もとの組織に私たちからしっかり周知・啓発をしてい

くことで、より広がっていくのではないかと思います。 

 また、議会からももう少し大きなところにもアプローチしてみてはという話がありましたので、そ

こはしっかりとしていきたいと思っています。 

 一方市役所では、各部署がパートナーシップ制度に基づいてサービスを提供できるかどうかについ
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て、調査していきます。原則、広げて解釈できるものについては、そうしていきたいと思います。 

 また、市町村の広報部門では、市報をしています。市報に家族のイラストを載せる際に、おじいち

ゃん、おばあちゃんがいて、お父さん、お母さんがいて、子どもが２人いるという典型的なイラスト

を家族として出してしまう。こういったところにも、同性カップルの方や同性同士の方が一緒にいる

ようなイラストもぜひ入れていこうという話はしています。様々な角度でこの制度をしっかりと伝え

ていく努力をしていきたいと思っています。 

【委員長】大変心強いお話ありがとうございました。 

 戒名についても、ＬＧＢＴのカップルとか、男の人の戒名と女の人の戒名は違うけれども自認する

性でつけるとか、そもそも性別を意識させるような戒名をつけないお寺とか、いろいろあるのです。 

 お葬式を上げるときに、そういうお寺で気持ちよくお葬式があげられるような社会になってくると

いいなと思います。それも、一朝一夕にはできなくて、徐々にと思うけれども。その機運を高めるた

めの条例改正になってほしいという願いを込めたということを書ければと思います。 

 それでは、条例第２条第１０号はこれでよしとするでいいですね。 

 パートナーシップの届出、第１０条。受理証明書の交付を希望する者は、市長に対しパートナーシ

ップ届を提出できる旨の規定。 

【事務局】条文自体は、審査の中で変わる可能性がありますので、こういった規定を入れるというこ

とを示しています。 

【委員長】パートナーシップ届を提出できます。そして、パートナーシップ届が提出されたら受理証

明書を交付します。事業者は、事業活動の中でパートナーシップ届出制度に基づく受理証明書に関し、

必要な措置を講じてください。それと、公表を行う場合は本人の意思を十分確認した上で行わなけれ

ばならない、そういったことを１０条として盛り込んでいく。 

 国立市としては、そもそもの条例の大もとをつくった時点から、アウティングの禁止に一生懸命取

り組んできたわけで、この４項はどういうふうに書いたら行き届くのか。ご意見があればお願いしま

す。 

【事務局】補足させてください。１０条の４項は、条例の８条第１項、第２項を踏まえています。８

条の１項には、ＤＶやセクハラ、性的指向、性自認等を含む性別を起因とする差別、人権侵害は絶対

に行ってはならないということを入れています。次の２項は、アウティングの禁止だけではなく、性

的指向、性自認等の公表に関しては、本人の意に反する公表は駄目だということです。これを踏まえ、

公表を行う場合、例えば不動産屋や職場に受理証明書を持ってこられた方がいた場合に、その方の情

報を職場内で共有しないといけない場合があると思います。そのとき、誰まで伝えていいかは、必ず

本人に確認した上で進めてくださいということで、アウティングの禁止についてもう一歩進めた表現

が必要だと考えています。そのような表現として入れていますので、改めてご確認いただければと思

います。 

 また、最後第２０条に、この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が

別に定めるとあるのは、規則でさらに細かいことを定めますということで、年齢ほか、これまでの議

論で出たさまざまな項目は、全てこの後、規則で具体的に書いていく予定です。 

【委員長】１０条第４項について、公表を行う場合は本人の意思を十分確認した上で行わなければな

らないという書きぶりと、本人の意思を確認しないで公表してはならないという書きぶりと、どちら

がいいのでしょう。 
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【委員】どちらでなければいけないということはないと思うのですが、法律家の感覚からすると、個

人情報保護法があるので、事業者が顧客の個人情報を公表すること自体が相当例外であるので、８条

第２項との平仄を合わせる形で、本人の意に反して公にしてはならないと書いたほうが自然だと思い

ます。 

【事務局】公表という言葉を入れたかった意味合いは、例えば職場で休暇制度を使いたいということ

で受理証明書を持ってこられた社員がいたとします。まずは、人事の部門の窓口担当がそれを受け付

け、そこで誰に話をしていいのかとなると思う。 

先日区部で、そのようなやり取りの中で性的指向・性自認がばれてしまった事例があり、こういう

ことに配慮したいということで入れた表現です。なので、公表だと世間一般に公表するというイメー

ジが強いので、お話を聞いてその表現は適切でないと思いました。 

【委員】分かりました。人事担当者だけとか、組織の中でということだとしたら、「パートナーシップ

の届出、受理証明書の提示があったときに、その情報を共有できる範囲は限定する」のように、少し

書き方を工夫したほうがいい。今の「公にしてはならないと平仄を合わせる」というのは撤回します。 

 事業者と言われたときに、職場の福利厚生で使う場面と、不動産屋や病院で使う場合と両方一緒に

しようとするから混乱したと思う。例えば、その情報を共有する範囲について、事業者の中でも内部

の一部に限定するというように、ぱっと読んでも分かりやすい表現に工夫する必要があると思います。 

【委員長】そうですね。だから、公表じゃなくて情報共有なのかな。例えば、不動産屋がそれを提示

されたら大家さんに言うのも情報共有なので、それを本人への確認なくやってはならないという文章

にしたいということですね。情報共有の目的と範囲について、確認なくやってはいけない。その２つ

を確認しないでやってはならないということだと思います。 

【委員】必要な措置を講ずるために、その事業者が事業活動の中で、何人かの人とその情報を共有し

なければならない。そのときに、アウティングにつながらないように気をつけなければいけない。必

要な措置を講ずるのは努力規定で、その際にアウティングしてはいけないというのは義務規定。その

関係がすっきりしない感じがする。 

【事務局】３項の「必要な措置」は、この制度ができることで、各事業者が、先ほどの福利厚生制度

など、同性カップルの方を対象とした職場内の制度の範囲をできるだけ広げるようにしてほしいとい

う意味合いです。なので、ここを義務規定にしてしまうと、国立市内の事業者は絶対に、どこであっ

てもどんな企業であっても職場内の制度をつくらなければいけないことになり非常に重いと思いまし

たので、ここは努力規定です。 

 ４項は、受理証明書を利用する場合の、その情報の共有の範囲という意味合いです。 

【委員】例えば不動産屋にアパートを借りに行ったときに、２人で住みたいとカードを出した。その

場合、不動産屋は大家さんに確認をしますよね。もちろんそのときも、ご本人に、大家さんにはお伝

えしますがいいですねと確認をする。問題は、それを聞いていた不動産屋の従業員がねえねえとうわ

さするのがアウティングなのだと思う。関係各機関に言わなければブロックがかからない。職員だっ

たら誰でも勝手に見られますがそれはいけませんよということ。利益を得るために発行されているカ

ードや証明が、逆に利益を行使するときに邪魔になる。事業者はこういう手続的な規定や規則、ルー

ルをきちんとつくる必要はあると思うけれども、むしろそういう人が来たときの職員や社員の対応の

仕方や捉え方もきちんとしていくということ。カードが出されてお話を聞くときに、「奥のお部屋で聞

いたほうがいいですか」と聞いて配慮するとか。そういうことを、事業者はきちんとやるということ
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なのではないかと思います。 

【委員長】そうですね。だから、周りで聞いていた人が、今日こんなお客が来たと噂をすることや、

大家さんへの提示についても確認を取らなければいけないですね。前者は防止しなければならず、後

者は確認を得なければならない、というのを両方盛り込んでいく。届出を持ってきたのだからみんな

知っていていいのでしょう、ということではないということだと思います。 

【事務局】横で聞いていた社員がアウティングすることは禁止ですが、もともと第８条で明確に規制

をかけられているのです。これは、パートナーシップの届出に関することにどこまで対応していくか

というところで、第３項で事業者が行う必要な措置というのは、積極的にいろいろな対応をしてくだ

さいということとともに、社員に対する取扱いについても積極的に努力して定めてくださいというも

のです。 

 ４項は、受理証明書を提示する方は何らかの目的を持ってくるので、その目的を達成するために、

合理的で必要な範囲内において、本人の了解を取った上でお話ししてくださいと具体的に決め込んだ

ものです。 

 ですから、今、議論していただいた中身をこの３項と４項に盛り込んでいく。その盛り込み方が少

し技術的に難しいと思います。 

【委員長】必要な措置というのは、積極的に受理証明書を提示されて得られるものと、余計な使われ

方をしないようにするという、両方ともが事業者に必要な措置であるということが分かるように、条

文をお考えいただくということでいいですね。 

【委員】１０条第１項の「受理証明書の交付を希望する者は」の「者」を、「市民」と書いてよいです

よね。市民の定義が、居住する者、働く者、学ぶ者になっているので、市民にした上で、規則でもう

少し細かくすることはできますか。 

【事務局】厳密には、国立市内で活動する方も指していて、例えばボランティア活動や、実際他市に

住んでいても国立で活動する方は、条例全体の定義には関わっています。なので、市民という言葉を

ここで使って齟齬がないかを確認した上で、問題なければ使います。 

あと、第１０条にパートナーシップ制度について盛り込んでいます。第９条が計画のことを書いて

おり、第１０条をなぜこの位置にしたのかですが、第９条が第２章の基本的施策をうたっている。そ

れより前の条はもう少し根本的なところです。第９条は、第５次推進計画を指します。第１１条は広

報、第１２条はアクションですので、今回のパートナーシップの位置づけとしては、この第９条の計

画の後、広報等の周知行為は一般的にやっていきますので、この上が適切かと思い、今回ここに入れ

ています。 

【委員長】それでは、答申式までの流れを教えてください。 

【事務局】条文自体は答申式より後になります。今回の議論全体をまとめたものが答申になりますの

で、条文の細かな表現は検討に少し時間がかかります。 

【委員長】答申式は１７日の１０時ですね。可能なら答申文を皆さんに見ていただいた上で提出した

いと思っています。時間的に移動が許されるなら、ステーションで答申式をやりたいと思うのですが、

どうでしょう。 

【事務局】必ずしも市役所で受けなければいけないということはないと思います。ただし、ステーシ

ョンの場所の確保及び市長の公務の関係がありますので、この時間で可能であれば調整、検討します。 

【委員長】来れそうな委員の方はいらっしゃいますか。 
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【委員】大体１０時からどれくらいの時間ですか。 

【事務局】答申式は、最初に委員長から答申書を市長にお渡しいただきます。その後は意見交換で、

参加された委員の皆様と市長との懇談として、全体で１時間以内には終わると思います。 

【委員長】では流れとしては、私が答申をつくり、それを皆さんに見てもらう。ぜひ、忌憚のないご

意見をお寄せください。 

【事務局】最後は委員長に一任という形でよろしいですか。これまでの男女平等推進市民委員会では、

最後の２回から３回にかけては答申書を皆さんに議論していただいていましたが、今回はこのような

スケジュールの中で、本日ぎりぎりまで制度の内容を議論していただきました。答申書としては、こ

れまで論点整理シートで各項目を議論してきたことはしっかりと載せたほうがいいと思いますので、

事務局の案を用意しています。委員長からの正式な総まとめの部分や、ポイントのところは委員長に

お願いする形になりますので、この後、委員長と詰めて、タイミングが合えば皆様にも案をお伝えで

きればと考えています。 

【委員長】分かりました。それでは議論は終わります。 

では、最後に簡単に一言ずつ頂いてもいいですか。 

【委員】３期６年間この男女平等推進市民委員会で委員をさせていただいて、計画をつくって、点検

評価をして、条例をつくって、パートナーシップができてという、すごくコアな機会に委員会に携わ

ったのだなと振り返っています。教えていただくことが多くて、とても勉強になる、すごく意見が活

発で、本当にすてきな委員会だと思っていました。どうもありがとうございました。 

【委員】私もこの会議が大好きで、建設的な議論がたくさんできますし、いろいろな新しい考え方を

学ばせていただきました。２００３年に弁護士登録をして、２００７年ごろ、セクシュアル・マイノ

リティが人権問題だという認識すら社会が持たなかった中で、行政の方や市民の方々がこういう議論

をしていることが、想像もできなかった。本当に達成感がありますし、これからさらに前に進めてい

きたいと改めて思った次第です。どうもありがとうございました。 

【委員】この会を知ったときにはまだ学生で、世の中でマイノリティに対する向かい風が強いと思っ

てそういうものを学んでいたとき、ここに一歩入ると追い風しかなくて。そういうところを見て本当

にすごいなと思いました。圧倒されてなかなか意見を出すことができなかったのですけれども、私自

身すごく学ばせていただきました。教員として、違うところでこれを生かしていきたいと思っていま

す。２年間ありがとうございました。 

【委員】ここに来る前は小金井市と狛江市と国立市３市の男女共同参画の共同研究会に３年ぐらいず

っと携わっていました。そちらは市民の方しかいなくて、こちらは有識者の方のお話も聞くことがで

きたので、本当に自分の興味も広がったり、ちょうど大学でも修士論文を書いている時期だったので、

そのときにも随分役立ち、知見が広くなったと感謝しています。ありがとうございました。 

【委員】専門外で市民として参加させていただいて、私もいろいろなところに関心を持って、「タンタ

ンタンゴはパパふたり」という有名なペンギンの、子育てをする本を買って子どもに読み聞かせした

りとか、子どもはそれを気に入って何回も読んでと言ったりとか。あと、レインボープライドに上の

子と一緒に行ったり、自分の生活や子どもたちにいい影響があって、とても勉強になりました。本当

にありがとうございました。 

【委員】私も６年間務めさせていただきました。ありがとうございました。本当に６年前は全くこう

いうことはほとんど自分のこととして思っていなかったのですが、この間、レインボープライド等に
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も参加させていただいたり、こちらの委員会にも、委員というより勉強に来ているような感じで本当

に失礼してしまったと思います。今回条例が改正されますが、こちらにいらっしゃる方とか、当事者、

陳情者は、そのことをとても意識している方々なので、条例もすぐ入りやすいと思います。けれども、

大事なのはそれを取り巻く人たちにどう浸透させるのかというところで、自分の業務と照らして、こ

ちらで勉強になったことを生かしたいと思っています。ありがとうございました。 

【委員】私は今期初めて参加させていただきました。前からこの委員会の存在は知っていましたし、

参加させていただくことが決まって大変光栄に思ったのですが、私の職場である市内の大学でいろい

ろなことがあって、不安と恐怖で打ち震えている学生たちに大したことをしてあげられていないとい

う無力感がずっとありました。組織は変わりにくいところがある中でも微力ながら戦い続けてきたの

ですが、なかなか及ばず。 

 その一方で、国立市の非常に心強い動きをこの委員会の皆さんが引っ張り、それ以上に恐らく職員

の皆さんのサポート等が非常に大きかったのだろうと思って、心から感謝しています。この条例がで

き、さらにパートナーシップ制度もできるという大きな流れの中で、そこに関わることができたこと

を大変ありがたく思います。私は次の期もご一緒するのは難しいと思うのですが、また機会があった

らぜひ参加したいと思っています。私もこの会が毎回とても楽しくて、２時間で終わってしまうのが

もったいないと思いながらいつも帰っていました。それと、非常に多彩な皆様とのつながりができた

ことに心から感謝しています。ありがとうございました。 

【委員】私も今回初めて参加させていただき、とても楽しかったです。言いたいことをいっぱい言わ

せていただきました。私は市民として４０年近く国立に住んでいるので、やはり国立市の条例をとて

も大事なものだと思っています。女性支援の活動をしているので、まさしくここで議論されている課

題は常日頃から周りを取り巻いている問題と重なってくるのです。そういう意味では、条例は日々の

市民の暮らしには何の関係もないようなものがとても多いような気がするけれども、実はとても大事

なものであって、その大事なものを市民が自分の手でつくり、委員会や行政などみんなでつくり上げ

ていくという、その過程がとても大事だと思う。つくったらそれを暮らしの中に生かしていくことが

できないと意味がないと私はいつも思っています。だから、できるだけこういう条例を作るときこそ、

リアリティを持って考えていかないと全く意味がない。きれいごとだけ書いてある条例になってしま

うという思いが強かったので、いろいろなことをたくさん言わせていただきました。 

 そういう意味では、個人的な思いというよりも、毎日毎日いろいろな相談を受けたり、支援をして

いて、コロナ禍もあって、すごくしんどいことがたくさん起きる中で、時々ここに来て皆さんとこう

いう先を見て、未来を見つめながらものを考えていく時間というのは、私にとってもすごくリフレッ

シュできて勇気をもらう時間だったので、ありがたかったです。だから、いいものができてきたと思

うし、私たちは完璧なことはできないけれども、１ミリでも１センチでも少し前に進めたらいいとい

う思いでやってきました。こうして皆さんと一緒に答申ができるというのはすごくうれしいことだと

思って、感謝しています。行政の皆さん、夜遅くまでお付き合いいただき本当にありがとうございま

した。これからもこれをご縁に、またいろいろなところでお会いすると思いますので、よろしくお願

いします。ありがとうございました。 

【委員長】ありがとうございました。私、本業はスクールソーシャルワーカーで、別の自治体でいわ

ゆる子どもオンブズの仕事をしています。この会に来ると、意外と自分の中のジェンダーバイアスが

追い出せないと思う場面がたくさんありました。委員長はファシリテーターなので、うまく委員会が
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運営できることを心がけてきたつもりですけれども、本当に不十分で、皆さんの広い心と、お人柄と、

すばらしい見識と、市民感覚と、そういったものに支えられて委員会をやってきたという期間でした。

本当に誇りに思います。点検評価については皆さんいろいろな思いがあると思いますけれども、まだ

まだこれからのもの。だけれども、この条例とパートナーシップは本当に誇りに思えるものだと思い

ますので、またメンバーが代わったり、形が変わったりいろいろあると思いますけれども、どこかで

またご一緒できればと思います。本当にありがとうございました。 

 では、本日はこれで終了します。その他、連絡事項はメール等でお願いします。ありがとうござい

ました。 

－－ 了 －－ 


